
                          

群馬県立前橋高等学校ほか８７施設で使用する電気需給仕様書 

 

１ 概要 

（１）件  名       群馬県立前橋高等学校ほか８７施設で使用する電気 

（２）需要場所       群馬県立前橋高等学校ほか８７施設 

詳細は「基本情報一覧表」のとおり 

（３）業種及び用途     高等学校６４施設（５９校） 

特別支援学校２４施設（２２校） 

 

２ 仕 様 

（１）供給電気方式等                                                                                                                                                                                      

ア 電気方式       交流３相３線式 

イ 供給電圧（標準電圧） ６,０００Ｖ 

ウ 計量電圧（標準電圧） ６,０００Ｖ 

エ 標準周波数      ５０Ｈｚ 

オ 受電方式       １回線受電 

カ 蓄熱式負荷設備の有無 「基本情報一覧表」のとおり 

 

（２）契約電力、予定使用電力量 

ア 契約電力  １２，９９６ｋＷ 

（この契約電力は、別紙「令和６年度 最大需要電力の実績」のとおり、令和７年

３月現在における各施設の実績値の合計であり、契約後の各月の契約電力は、当

該月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とす

る。） 

イ 年間予定使用電力量  ２０，７７４，６５０ｋＷｈ 

（月別の予定使用電力量は、「令和８年度 予定使用電力量」のとおり。） 

（積算で使用する数値であり、実際の使用量とは異なることがある。） 

 

（３）履行期間 

令和８年４月１日０時から令和９年３月３１日２４時まで 

 

（４）電力量等の計量 

ア 自動検針装置     「基本情報一覧表」のとおり 

イ 電力会社の検針方法  「基本情報一覧表」のとおり 

ウ 計量器の構成     「基本情報一覧表」のとおり 

              

（５）需給地点 

「基本情報一覧表」のとおり 

 

（６）電気工作物の財産分界点 

「基本情報一覧表」のとおり 



 

（７）保安上の責任分界点 

「基本情報一覧表」のとおり 

 

３ 支払方法 

毎月ごとの精算払いとし、料金の請求は各施設あてに行うこと。 

 

４ その他 

（１） 力率の保持のため自動力率調整装置を設置しているため、使用期間中は１００パ

ーセントを保持する予定である。 

（２） フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。 

（３） 非常用自家発電設備の保有状況は、基本情報一覧表のとおり。 

（４） 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他

の供給条件については、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める供給条

件等による。なお、入札価格の算定に当たっては、力率は１００パーセントとし、

燃料費等調整制度（燃料価格調整及び市場価格調整）及び再生可能エネルギー電気

の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金については入札価格に含めないも

のとする。 

（５） 令和 7 年 4 月に沼田高等学校と沼田女子高等学校は統合し「沼田高等学校」とな

り、沼田女子高等学校の施設は引き続き「沼田高等学校」として使用している。 


